
教育学研究科では研究に従事する全ての教職員（非常勤を含む）、
または研究費の管理に関わる全ての教職員（非常勤を含む）、納品
検収業務等に関わる大学院生、外部資金に応募する大学院生に対し、
研究倫理教育受講及び確認書の提出を義務づけております。

※研究倫理教育受講方法：日本学術振興会の研究倫理教育教材を通読いただく他、教育学研究科
におけるFDの録画DVDの貸出も財務・研究支援Tで行っております。

（問合せ先）財務・研究支援チーム
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